
（有給休暇）

の分

月 17 日から
15 日間

被保険者名 給付 太郎
酬関係 ゥ 平成 28

年 月 生 また将来も支給
1000 ― 9999

②　
又
は

・
⑫
欄

・
⑨
欄

・
⑦
欄

・
⑥
欄

①

被保険者証の記号・番号

（記入上の注意） 払う報 　支給する場合 平成第　○　回
請
求
回
数
を

して支 　場合又は

・
⑰
欄

　
こ
れ

　昭和・平成

円

28 年 10 月 16
　現在までにも 年 10

月 6
日額

円
日から

日まで （　3 月30 日支払）

月 5 日まで （　5 月31 日支払）

　健康保険 傷 病 手 当 金 請 求 書
の分と ィ 　一部支給した

平成　 28

30,000 円 10,000 円

期間中 　支給する場合 平成 28 年 10

月 3 日から
日額

（108条） 日額 　　　　円　×　　　　　　　　　日　＝　　　　　　　　円 うえの 　場合又は の分

月 31 日まで

日から

ァ 　全額支給した
平成　 28 年 10

労務に服さなかった期間
28 10

29 日間
平成　 28 年 10

・
⑮
ウ
の
欄
は

、
労
務
に
服
さ
な
か

っ
た
期
間
に
対
し

、

　
の
賃
金
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
意
味
で
す

。

・
⑮
ア
の
欄
の

「
全
額
支
給

」
ま
た
は
イ
の
欄
の

「
一
部

（
事
業
主
の
注
意
事
項

）

3

算出基礎

　　　　　　日額　　　　　　　円  ×   2／3×　　　日　＝　　　　　　　　円 入
力
確
認

給
付
記
録

（備考）

⑮

労務に服さなかった 健保　太郎

　
い
期
間
を
記
入
し
て
下
さ
い

。

事
業
主
が
証
明
す
る
と

被保険者氏名

平成 年 月

支給決定日　　平成　　年　　月　　日
技官の意見

労
務
に
服
さ
な
か

っ
た
期
間
中
の

「
①
出
勤
簿
の

写
②
賃
金
台
帳
の
写

」
を
提
出

常務理事 ﾏﾈｼﾞｬ- リ-ダ- 担当者

円

印

記
入
見
本

記
入
上
の
注
意
参
照

支給期間 支給金額

自平成　　年　　月　　日 円
日間

至平成　　年　　月　　日

通勤手当6ヵ月分 4/20～10/16

58,400 325

(324.4)

年 10

 

印
⑪

自費 その他入院期間 平成 年 の別

ク 入院費用 健保・公費

⑩ ⑫ 老齢又は退職を事由とする公的年金を受給していますか

日 から
日間

月 日 まで

認めた期間 平成 年

カ 左の期間中の

キ 上記期間中の 平成 年 月

傷病名
日

年 月 日 から

月 日 まで

発病または 具体的に記入 　　　平成 22 年 7 月 13 日

負傷の原因 原因がわからない場合は、 年金の受給要因の

（(詳しく） 「不詳」或いは「不明」と記入

　
欄
な
ど
を
み
て
記
載
し

　
る
療
養
を
始
め
た
日
を

・
⑯
ウ
の
欄
は

、
初
診
日

（
医
師
の
注
意
事
項

）

⑨
年金額　（　1,250,000　円　）

年金受給開始日 ウ 療養の給付を
　　　　　年　　月　　日

オ 労務不能と 平成

　
称
と
手
術
年
月
日
を
記

・
⑯
ケ
の
欄
は

、
な
る
べ

エ 発病又は

診療実日数
日間

⑯ ア
傷　病　名

イ 発病又は
　　　　　年　　　月　　　日

療
養
を

負傷の年月日

開始した年月日 負傷の原因

⑧

胃癌
該
当
す
る
場
合
は
記
入

傷病名

　　　　　障害厚生年金等を受けている又は受けられる状態のとき

種別：
障害厚生年金・障害手当金・ 年金証書の記号・番号

障害基礎年金

）

事業主
⑥

年月日 月額 （又は代理人） 氏名
営業職千円

⑦⑤

資格喪失
平成 年 月 日

標準報酬　

　健保組合株式会社
○○平成 ○○ 年

住所339.167 職種

年月日 ○○ 日
日

勤務している 名称 上記の通り相違ないことを証明します。

（いた）事業所の 所在地 　東京都千代田区神田司町20-80-10

年 10 月 31
しない場合

資格取得 昭和
年 月

月

15 日間
日まで

被保険者名 給付　太郎
○○年○○月○○日生 　また将来も支給

平成 28

平成

1000 9999

④

1425

は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
年
金
コ
|
ド
又
は

欄
は

、
資
格
喪
失
者

、
任
意
継
続
被
保
険
者
が
記
入

。

「
は
い

欄
は

、
い
つ

、
ど
こ
で

、
ど
う
し
て
い
る
と
き
に

、
等
詳
し
く

欄
は

、
事
務
員

、
営
業
職

、
賄
婦

、
自
動
車
運
転
手

、
旋
盤
工

欄
が
不
明
な
と
き
は

、
健
康
保
険
担
当
部
署
に
聞
い
て
下
さ
い

被
保
険
者
が
記
入
す
る
と
こ
ろ

被保険者証 記号 番号

③

を
記
入

欄
は

、
資
格
喪
失
者
が
資
格
喪
失
後
の
期
間
に
関
す
る
請
求
の

れ
に
準
ず
る
書
類
の
写

、
そ
の
額

、
支
給
開
始
日
を
証
明
す
る

実
際
に
賃
金
の
支
払
い
が
無

部
支
給

」
と
は

、
一
日
当
た
り

こ
ろ

印

XXXXX-UUUUUU

腎不全
(人工透析）

東京都千代田区神田司町20-80-10
健保組合株式会社

代表取締役　　神田　一郎

） （

（ ） （

（ ） （

○○県○○市△△…
給付　太郎

（医師） 医療機関名

所在地 住所（所在地）

（又は代理人） 氏 名 印 氏名

日

被保険者 住   所

（請求者） 氏   名

事業主
事業所名 東京都千代田区神田司町20-80-10

健保組合株式会社
代表取締役 神田 郎

⑭

本請求に基づく給付金に関する権限を事業主（又は代理人）に委任します。
及び経過概要

受
取
代
理
人

平成 ○○年 ○○月 ○○

⑬
　労災または第三者行為によるものですか 労災　　・　　第三者行為　　・　　どちらでもない

労
働
災
害

、
相
手
方
が
い
る
第
三
者

行
為

（
交
通
事
故
等

）
に
該
当
す
る

と
き
は

「
は
い

」
へ
○
す
る

。

傷病の主状態

　　　上記の通り相違ありません。

年

日まで

月 日

〒

老齢厚生年金 円）

（2）　（1）による症状経過からみて従来の職種について労務不能と認められた医学的な所見

印 平成

円）

老齢基礎年金 （コード等

共済年金等

平成 28 10 月 31

自費・その他

療養のため 28 10 3
29日間

いいえ　・　請求中　・　はい ケ

年

休んだ期間

（1）　労務不能期間中における主たる症状及び経過（くわしく）

入院期間 平成 年

円）

の別⑩

平成 年 月 日から

⑫ 　老齢又は退職を事由とする公的年金を受給していますか
日間

月 日 まで し
て
下
さ
い

。

を
記
載
す
る
も
の
で
す
か
ら

、
健
康
保
険
証
の

「
療
養
給
付
記

日
を
記
載
す
る
の
で
は
な
く

、
そ
の
傷
病
に
つ
い
て
健
康
保
険

記
載
し
て
下
さ
い

。

べ
く
詳
し
く
記
載
し
て
下
さ
い

。
特
に
手
術
し
た
場
合
は
手
術

を
担
当
し
た
医
師
が
意
見
を
書
く
と
こ
ろ

は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号
を
記
入
の
う
え

、
年
金
証
書
又
は

い

」
に
○
を
付
け
た
方
の
み
老
齢
退
職
年
金
給
付
の
年
金
証
書

く
記
入
し
て
下
さ
い

。

工

、
等
具
体
的
に
記
入
し
て
下
さ
い

。

い

。

の
と
き
に
記
入
し
て
下
さ
い

。

る

（
年
金
額
改
訂
通
知
書
等

）
を
添
付
し
て
下
さ
い

。

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ ＡＸ

（〒　　　　-　　　　　）

MBK連合健康保険組合
住所 (     -      -       )

（請求者） 氏名 印 (     -      -       )

受付印 (共通する注意事項）

⑩⑮⑯⑰欄の訂正は、各記載者の氏名の脇に押した印と同じ印を訂正印として押して下さい。 ⑰
ﾌﾘｶﾞﾅ

振
込
希
望
先

本店・支店・出張所 番号 口座名義

被保険者

印
資
格
喪
失
後
の
期
間
に
関
す

る
請
求
の
と
き
の
み
記
入

電話 （　　　　　―　　　　　―　　　　　　）

金融機関
銀行・信用金庫・その他 口座 普通　・　当座

（又は代理人） 氏   名 印 氏名代表取締役　　神田　一郎
記
録

」

険
に
よ

術
の
名

は 書


